
処　
　

分　
　

の　
　

内　
　

容

清
水
新
地
一
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

市
道
新
地
第
五
号
線
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

八
景
水
谷
四
丁
目
と
の
町
界
線
、
市
道
新
地
第
一
号
線
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
二
号

　
　
　
　
　
　

線
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
九
三
号
線
の
北
側
線
、
八
景
水
谷
三
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

南
側　
　
　

八
景
水
谷
二
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線

清
水
新
地
二
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

市
道
新
地
第
一
五
号
線
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
新
地
第
五
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

八
景
水
谷
二
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線

清
水
新
地
三
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

麻
生
田
一
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

西
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
一
五
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

八
景
水
谷
二
丁
目
と
の
町
界
線
、
市
道
新
地
第
二
〇
号
線
の
東
側
線
、
県
道
託
麻
北
部

　
　
　
　
　
　

線
の
北
側
線

　
　

北
側　
　
　

国
道
三
号
の
北
側
線

清
水
新
地
四
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

八
景
水
谷
四
丁
目
と
の
町
界
線
、
主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線

　
　

北
側　
　
　

西
合
志
町
と
の
行
政
界
、
国
道
三
号
の
北
側
線

清
水
新
地
五
丁
目
の
境
界
線

　
　

西
側　
　
　

国
道
三
号
の
北
側
線

　
　

南
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線

　
　

北
側　
　
　

西
合
志
町
と
の
行
政
界

清
水
新
地
六
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

市
道
新
地
第
三
五
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
馬
立
一
八
四
六
の
二
、
一
八

　
　
　
　
　
　

四
五
の
四
、
一
八
四
五
の
三
四
、
一
八
四
五
の
九
、
一
八
四
五
の
二
九
、
一
八
四
五
の
二

　
　
　
　
　
　

八
、
一
八
四
五
の
二
一
と
同
町
字
鈴
原
一
九
六
二
の
三
五
、
一
九
六
二
の
三
六
と
の
筆
界

　
　
　
　
　
　

線
、清
水
町
大
字
新
地
字
鈴
原
一
九
六
二
の
六
と
同
所
一
九
六
二
の
一
一
と
の
筆
界
線
、　

　
　
　
　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
鈴
原
一
九
六
二
の
六
、
一
九
六
二
の
一
五
、
一
九
六
二
の
四
七
、
一

　
　
　
　
　
　

九
六
二
の
七
、
一
九
六
二
の
四
〇
、
一
九
六
二
の
八
、
一
九
六
二
の
二
二
、
一
九
六
二
の

　
　
　
　
　
　

三
、
一
九
六
二
の
四
三
、
一
九
六
二
の
四
、
一
九
六
二
の
二
四
、
一
九
六
二
の
四
六
と
同

　
　
　
　
　
　

所
一
九
六
二
の
三
七
、
一
九
六
二
の
三
八
と
の
筆
界
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
馬
立
一
八

　
　
　
　
　
　

四
二
、
一
八
四
一
と
同
町
字
鈴
原
一
九
六
二
の
三
八
と
の
筆
界
線

　
　

西
側　
　
　

国
道
三
号
の
北
側
線

　
　

南
側　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
裏
側
一
〇
六
五
の
一
地
先
水
路
の
北
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字

　
　
　
　
　
　

裏
側
一
〇
六
六
の
二
、
一
〇
六
六
の
三
、
一
〇
六
七
の
二
、
一
〇
六
八
の
二
、
一
〇
六
九

　
　
　
　
　
　

の
三
地
先
水
路
、
一
〇
六
九
の
二
と
同
所
一
〇
六
六
の
一
、
一
〇
六
七
の
一
、
一
〇
六
八

　
　
　
　
　
　

の
一
、
一
〇
六
九
の
三
、
一
〇
六
九
の
一
と
の
筆
界
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
裏
側
一
〇

　
　
　
　
　
　

六
九
の
二
か
ら
一
〇
七
二
の
四
へ
至
る
水
路
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
三
〇
号
線
の
東
側

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
新
地
第
三
三
号
線
の
北
側
線
、
市
道
新
地
第
三
二
号
線
の
北
側
線

　
　

北
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線

清
水
新
地
七
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界

　
　

西
側　
　
　

市
道
新
地
第
三
五
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
馬
立
一
八
四
六
の
二
、
一
八

　
　
　
　
　
　

四
五
の
四
、
一
八
四
五
の
三
四
、
一
八
四
五
の
九
、
一
八
四
五
の
二
九
、
一
八
四
五
の
二

　
　
　
　
　
　

八
、
一
八
四
五
の
二
一
と
同
町
字
鈴
原
一
九
六
二
の
三
五
、
一
九
六
二
の
三
六
と
の
筆
界

　
　
　
　
　
　

線
、清
水
町
大
字
新
地
字
鈴
原
一
九
六
二
の
六
と
同
所
一
九
六
二
の
一
一
と
の
筆
界
線
、　

　
　
　
　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
鈴
原
一
九
六
二
の
六
、
一
九
六
二
の
一
五
、
一
九
六
二
の
四
七
、
一

　
　
　
　
　
　

九
六
二
の
七
、
一
九
六
二
の
四
〇
、
一
九
六
二
の
八
、
一
九
六
二
の
二
二
、
一
九
六
二
の

　
　
　
　
　
　

三
、
一
九
六
二
の
四
三
、
一
九
六
二
の
四
、
一
九
六
二
の
二
四
、
一
九
六
二
の
四
六
と
同

　
　
　
　
　
　

所
一
九
六
二
の
三
七
、
一
九
六
二
の
三
八
と
の
筆
界
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
馬
立
一
八

　
　
　
　
　
　

四
二
、
一
八
四
一
と
同
町
字
鈴
原
一
九
六
二
の
三
八
と
の
筆
界
線

　
　

南
側　
　
　

市
道
新
地
第
三
二
号
線
の
北
側
線
、
市
道
新
地
第
五
一
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字

　
　
　
　
　
　

新
地
字
中
島
一
九
四
九
の
一
地
先
里
道
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第
一
号
線
の
北
側

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
新
地
第
四
一
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
中
島
一
九
四
〇
と
同
所
一

　
　
　
　
　
　

九
三
九
の
三
、
一
九
三
九
の
一
、
一
九
三
九
の
七
、
一
九
三
九
の
九
、
一
九
三
九
の
二
、

　
　
　
　
　
　

一
九
三
九
の
四
と
の
筆
界
線
、
市
道
新
地
第
四
三
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字

　
　
　
　
　
　

中
島
一
九
三
七
の
一
と
同
所
一
九
三
八
の
二
、
一
九
三
八
の
三
、
一
九
三
八
の
四
、
一
九

　
　
　
　
　
　

三
八
の
五
、
一
九
三
七
の
二
、
一
九
三
八
の
八
と
の
筆
界
線

　
　

北
側　
　
　

主
要
地
方
道
熊
本
大
津
線
の
北
側
線
、
西
合
志
町
と
の
行
政
界

麻
生
田
一
丁
目
の
境
界
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
新
地
第
二
〇
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

八
景
水
谷
二
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

県
道
託
麻
北
部
線
の
北
側
線

麻
生
田
三
丁
目
の
境
界
線
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東
側　
　
　

市
道
麻
生
田
第
三
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
一
〇
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生

　
　
　
　
　
　

田
第
三
六
号
線
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
七
八
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第

　
　
　
　
　
　

二
号
線
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
七
九
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
四
四
号
線
の

　
　
　
　
　
　

東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
三
五
号
線
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

国
道
三
号
の
北
側
線

　
　

南
側　
　
　

麻
生
田
一
丁
目
と
の
町
界
線
、
麻
生
田
二
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
裏
側
一
〇
六
五
の
一
地
先
水
路
の
北
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字

　
　
　
　
　
　

裏
側
一
〇
六
六
の
二
、
一
〇
六
六
の
三
、
一
〇
六
七
の
二
、
一
〇
六
八
の
二
、
一
〇
六
九

　
　
　
　
　
　

の
三
地
先
水
路
、
一
〇
六
九
の
二
と
同
所
一
〇
六
六
の
一
、
一
〇
六
七
の
一
、
一
〇
六
八

　
　
　
　
　
　

の
一
、
一
〇
六
九
の
三
、
一
〇
六
九
の
一
と
の
筆
界
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
裏
側
一
〇

　
　
　
　
　
　

六
九
の
二
か
ら
一
〇
七
二
の
四
へ
至
る
水
路
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
三
〇
号
線
の
東
側

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
新
地
第
三
三
号
線
の
北
側
線
、
市
道
新
地
第
三
二
号
線
の
北
側
線

麻
生
田
四
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

市
道
新
地
第
四
六
号
線
の
東
側
線
、
市
道
楡
木
麻
生
田
第
一
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻

　
　
　
　
　
　

生
田
第
五
五
号
線
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
七
二
号
線
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
麻
生
田
第
七
八
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第
二
号
線
の
北
側
線
、
市
道

　
　
　
　
　
　

麻
生
田
第
七
九
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
四
四
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第

　
　
　
　
　
　

三
五
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

麻
生
田
二
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

市
道
麻
生
田
第
三
六
号
線
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第
二
号
線
の
北
側
線
、
市
道

　
　
　
　
　
　

新
地
第
四
四
号
線
の
北
側
線

麻
生
田
五
丁
目
の
境
界
線　
　

　
　

東
側　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
壱
町
拓
二
一
一
〇
の
一
三
三
、
二
一
一
〇
の
二
五
五
、
二
一
一
〇

　
　
　
　
　
　

の
二
六
六
、
二
一
一
〇
の
一
一
、
二
一
一
〇
の
一
〇
、
二
一
一
〇
の
四
七
、
二
一
〇
七
の

　
　
　
　
　
　

七
、
二
一
〇
七
の
一
、
二
一
〇
六
の
一
と
同
所
二
一
一
〇
の
一
二
、
二
一
一
〇
の
四
八
、

　
　
　
　
　
　

二
一
〇
七
の
三
、
二
一
〇
七
の
五
、
二
一
〇
七
の
二
と
の
筆
界
線
、
市
道
新
地
第
四
六
号

　
　
　
　
　
　

線
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
麻
生
田
第
三
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
一
〇
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

市
道
麻
生
田
第
三
六
号
線
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第
二
号
線
の
北
側
線
、
市
道

　
　
　
　
　
　

新
地
第
四
四
号
線
の
北
側
線

　
　

北
側　
　
　

市
道
新
地
第
三
二
号
線
の
北
側
線
、
市
道
新
地
第
五
一
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字

　
　
　
　
　
　

新
地
字
中
島
一
九
四
九
の
一
地
先
里
道
の
北
側
線
、
市
道
麻
生
田
新
地
第
一
号
線
の
北
側

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
新
地
第
四
一
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字
中
島
一
九
四
〇
と
同
所
一

　
　
　
　
　
　

九
三
九
の
三
、
一
九
三
九
の
一
、
一
九
三
九
の
七
、
一
九
三
九
の
九
、
一
九
三
九
の
二
、

　
　
　
　
　
　

一
九
三
九
の
四
と
の
筆
界
線
、
市
道
新
地
第
四
三
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
新
地
字

　
　
　
　
　
　

中
島
一
九
三
七
の
一
と
同
所
一
九
三
八
の
二
、
一
九
三
八
の
三
、
一
九
三
八
の
四
、
一
九

　
　
　
　
　
　

三
八
の
五
、
一
九
三
七
の
二
、
一
九
三
八
の
八
と
の
筆
界
線
、
菊
陽
町
と
の
行
政
界

楡
木
四
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界
、
楠
五
丁
目
と
の
町
界
線
、
市
道
楡
木
第
四
八
号
線
の
北
側
線
、

　
　
　
　
　
　

市
道
楡
木
第
一
号
線
の
東
側
線
、
清
水
町
大
字
楡
木
字
沖
二
〇
五
三
の
七
、
二
〇
五
二
の

　
　
　
　
　
　

二
と
同
所
二
〇
五
〇
の
一
、
二
〇
五
二
の
四
と
の
筆
界
線
、
楠
五
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
楡
木
麻
生
田
第
一
号
線
の
東
側
線
、
市
道
麻
生
田
第
五
五
号
線
の
北
側
線
、
市
道

　
　
　
　
　
　

麻
生
田
第
七
二
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

楡
木
三
丁
目
と
の
町
界
線
、
楠
三
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

北
側　
　
　

市
道
新
地
楡
木
第
一
号
線
の
北
側
線
、
市
道
楡
木
第
五
一
号
線
の
北
側
線
、
清
水
町
大

　
　
　
　
　
　

字
楡
木
字
沖
二
〇
八
七
の
一
七
と
清
水
町
大
字
新
地
字
壱
町
拓
二
〇
九
三
の
二
と
の
筆
界

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
楡
木
新
地
第
一
号
線
の
北
側
線
、
市
道
楡
木
第
一
号
線
の
北
側
線
、
清
水
町
大

　
　
　
　
　
　

字
楡
木
字
上
沖
二
一
二
四
の
一
と
同
所
二
一
二
五
と
の
筆
界
線

楡
木
五
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

九
州
縦
貫
自
動
車
道
の
東
側
線

　
　

西
側　
　
　

清
水
町
大
字
新
地
字
壱
町
拓
二
一
一
〇
の
一
三
三
、
二
一
一
〇
の
二
五
五
、
二
一
一
〇

　
　
　
　
　
　

の
二
六
六
、
二
一
一
〇
の
一
一
、
二
一
一
〇
の
一
〇
、
二
一
一
〇
の
四
七
、
二
一
〇
七
の

　
　
　
　
　
　

七
、
二
一
〇
七
の
一
、
二
一
〇
六
の
一
と
同
所
二
一
一
〇
の
一
二
、
二
一
一
〇
の
四
八
、

　
　
　
　
　
　

二
一
〇
七
の
三
、
二
一
〇
七
の
五
、
二
一
〇
七
の
二
と
の
筆
界
線
、
市
道
新
地
第
四
六
号

　
　
　
　
　
　

線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

市
道
新
地
楡
木
第
一
号
線
の
北
側
線
、
市
道
楡
木
第
五
一
号
線
の
北
側
線
、
清
水
町
大

　
　
　
　
　
　

字
楡
木
字
沖
二
〇
八
七
の
一
七
と
清
水
町
大
字
新
地
字
壱
町
拓
二
〇
九
三
の
二
と
の
筆
界

　
　
　
　
　
　

線
、
市
道
楡
木
新
地
第
一
号
線
の
北
側
線
、
市
道
楡
木
第
一
号
線
の
北
側
線
、
清
水
町
大

　
　
　
　
　
　

字
楡
木
字
上
沖
二
一
二
四
の
一
と
同
所
二
一
二
五
と
の
筆
界
線
、
菊
陽
町
と
の
行
政
界

　
　

北
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界

楡
木
六
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界

　
　

西
側　
　
　

九
州
縦
貫
自
動
車
道
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界

　
　

北
側　
　
　

菊
陽
町
と
の
行
政
界

八
景
水
谷
三
丁
目
の
境
界
線

　
　

東
側　
　
　

市
道
新
地
第
一
号
線
の
東
側
線
、
市
道
新
地
第
二
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

市
道
新
地
第
九
三
号
線
の
北
側
線
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北
側　
　
　

八
景
水
谷
四
丁
目
と
の
町
界
線

楠
五
丁
目
の
境
界
線

　
　

西
側　
　
　

市
道
楡
木
第
一
号
線
の
東
側
線

　
　

南
側　
　
　

清
水
町
大
字
楡
木
字
沖
二
〇
五
三
の
七
、
二
〇
五
二
の
二
と
同
所
二
〇
五
〇
の
一
、
二

　
　
　
　
　
　

〇
五
二
の
四
と
の
筆
界
線

　
　

北
側　
　
　

市
道
楡
木
第
四
八
号
線
の
北
側
線

江
津
二
丁
目
の
境
界
線

　
　

西
側　
　
　

出
水
八
丁
目
と
の
町
界
線

　
　

南
側　
　
　

国
道
五
七
号
の
北
側
線

熊
本
県
公
告
第
八
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
舟
島
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
、
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第

六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
舟
島
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
、
農
業
用
用
排
水
施
設
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

植
木
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
九
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
深
田
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
暗
渠
排
水
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
深
田
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
暗
渠
排
水
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

深
田
村
役
場

熊
本
県
公
告
第
九
十
一
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
届
出

及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ニ
コ
ニ
コ
堂
鏡
店

　
　

熊
本
県
八
代
郡
鏡
町
上
鏡
西
浜
無
田
一
一
四
八

二　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻
午
前
十
時　

閉
店
時
刻
午
後
九
時

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間
営
業
（
ニ
コ
ニ
コ
堂
の
み
）

　

２　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間

　

３　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間

三　

変
更
す
る
年
月
日
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平
成
十
四
年
二
月
二
日

四　

変
更
に
係
る
事
項
以
外
の
届
出
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
　

株
式
会
社
ニ
コ
ニ
コ
堂
ほ
か
七

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　

六
、
四
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

　

３　

駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
　

三
六
五
台

　

４　

駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
　

一
八
〇
台

　

５　

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
　

二
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　

６　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
　

八
四
立
方
メ
ー
ト
ル

　

７　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　

三
か
所

五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

六　

届
出
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
熊
本
県
八
代
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
二
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
九
十
二
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
川
町
か

ら
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公

告
し
、
当
該
意
見
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ニ
コ
ニ
コ
堂
小
川
店　

下
益
城
郡
小
川
町
河
江
八
の
坪
九
六｜

一

二　

市
町
村
意
見
の
概
要

　
　

特
に
無
し

三　

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
宇
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
二
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
九
十
三
号

　

荒
尾
都
市
計
画
事
業
東
屋
形
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
に
つ
い
て
、土
地
区
画
整
理
法（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

組
合
の
名
称　

東
屋
形
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
業
施
行
期
間　

平
成
六
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区　

荒
尾
市
荒
尾
字
日
焼
、
字
田
添
、
字
平
原
、
字
稲
葉
山
、
字
東
屋
形
山
、
字
馬
渡
、
字

　

南
足
尺
の
各
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地　
　

荒
尾
市
荒
尾
字
田
添
三
三
六
一

五　

設
立
認
可
の
年
月
日　

平
成
六
年
十
二
月
十
三
日

六　

変
更
認
可
の
年
月
日　

平
成
十
四
年
二
月
五
日

熊
本
県
公
告
第
九
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
年
三
月
十
二
日
確
定
し
た
県
営
小
森
鳥
子
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
の
計
画
の
一
部
を
変

更
し
た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
小
森
鳥
子
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
計
画
変
更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

西
原
村
役
場

熊
本
県
公
告
第
九
十
五
号

　

高
森
町
長
今
村
博
信
か
ら
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
協
議
が
あ
っ
た
の
で
審
査
し
、
平
成
十
四
年
二

月
四
日
付
け
で
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
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第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し

出
ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

二　

縦
覧
場
所

　
　

高
森
町
役
場

三　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

村
山
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
変
更
計
画
書

熊
本
県
公
告
第
九
十
六
号

　

矢
部
町
長
甲
斐
利
幸
か
ら
土
地
改
良
事
業
施
行
の
協
議
が
あ
っ
た
の
で
審
査
し
、
平
成
十
四
年
二
月
四

日
付
け
で
施
行
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九

十
六
条
の
二
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧

に
供
す
る
。
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

二　

縦
覧
場
所

　
　

矢
部
町
役
場

三　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

矢
部
（
新
小
後
谷
・
新
小
中
野
尾
）
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
書
の
写
し

熊
本
県
公
告
第
九
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
百
太
郎
溝
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の

よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
百
太
郎
溝
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

錦
町
役
場

　
　

上
村
役
場

　
　

免
田
町
役
場

　
　

岡
原
村
役
場

　
　

多
良
木
町
役
場

　
　

須
恵
村
役
場

　
　

深
田
村
役
場

熊
本
県
公
告
第
九
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
花
房
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に
縦

覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
花
房
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

菊
池
市
役
所
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旭
志
村
役
場

熊
本
県
公
告
第
九
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
小
宮
地
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
用
地
の
保
全
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に

縦
覧
に
供
す
る
。
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以

内
に
申
し
立
て
ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
小
宮
地
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
用
地
の
保
全
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

新
和
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
百
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
小
宮
地
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ

う
に
縦
覧
に
供
す
る
。
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五

日
以
内
に
申
し
立
て
ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
小
宮
地
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

新
和
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
百
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
金
峰
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に

縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
金
峰
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

天
水
町
役
場

　
　

玉
東
町
役
場

　
　

植
木
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
百
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
横
島
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に

縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
横
島
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

横
島
町
役
場
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熊
本
県
公
告
第
百
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
明
丑
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条

第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写

し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
明
丑
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

横
島
町
役
場

　
　

玉
名
市
役
所

熊
本
県
公
告
第
百
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
川
辺
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
、
区
画
整
理
）
計
画
を
変
更
し
た

の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
川
辺
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
、
区
画
整
理
）
変
更
計
画
書

　

の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

山
鹿
市
役
所

熊
本
県
公
告
第
百
五
号

　

熊
本
市
長
三
角
保
之
か
ら
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
協
議
が
あ
っ
た
の
で
、
審
査
し
平
成
十
四
年
二

月
四
日
付
け
で
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦

覧
に
供
す
る
。
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た

い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

二　

縦
覧
場
所　

熊
本
市
役
所

三　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

尾
跡
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
計
画
書

熊
本
県
公
告
第
百
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
北
谷
尾
崎
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
用
地
の
保
全
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
で
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う

に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
北
谷
尾
崎
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
用
地
の
保
全
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

熊
本
市
役
所
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熊
本
県
公
告
第
百
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

荒
木
浜
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
荒
木
浜
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
矢
野
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
百
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

大
町
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る
。

　

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
き
異
議
が
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
終
了
後
十
五
日
以
内
に
申
し
立
て

ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

大
町
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

甲
佐
町
役
場

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
公
告
第
二
号

　

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

川　

崎　

順
一
郎

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
（
水
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
予
定
）

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
庁　

本
館
五
階　

五
十
一
共
用
会
議
室

三　

議
題

　

１　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
骨
子
（
案
）
に
つ
い
て

　

２　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
審
議
会
の
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
上
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
教
育
庁
体
育
保
健
課
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
班
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
七
三
五
）

熊
本
県
社
会
福
祉
審
議
会
老
人
福
祉
専
門
分
科
会
公
告
第
九
十
三
号

　

熊
本
県
社
会
福
祉
審
議
会
老
人
福
祉
専
門
分
科
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
次
の
と
お
り
。
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登　

載　

依　

頼



　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
社
会
福
祉
審
議
会
老
人
福
祉
専
門
分
科
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

石　

橋　

敏　

郎

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日
（
月
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
十
五
分
ま
で
（
予
定
）

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
十
八
番
五
十
一
号

　
　

熊
本
テ
ル
サ
「
た
い
樹
」

三　

議
題
（
予
定
）

　

１　

介
護
保
険
制
度
の
施
行
状
況
に
つ
い
て

　

２　

介
護
予
防
・
生
活
支
援
事
業
等
の
取
組
状
況
に
つ
い
て

　

３　

新
し
い
「
高
齢
社
会
対
策
大
綱
」
に
つ
い
て

　

４　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
五
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

会
議
の
傍
聴
の
受
付
は
、
午
後
〇
時
か
ら
午
後
○
時
三
十
分
ま
で
会
議
の
会
場
に
お
い
て
行
い
、

　
　

専
門
分
科
会
の
会
長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と

　
　

が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
者
に
つ
い
て
は
、
受
付
先
着
順
に
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
受
付
開
始
時
点
で
す
で
に
定
員
を

　
　

超
え
る
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
は
、
抽
選
に
よ
り
傍
聴
者
を
決
定
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
社
会
福
祉
審
議
会
老
人
福
祉
専
門
分
科
会
事
務
局
（
熊
本
県
健
康
福
祉
部
高
齢
保
健
福
祉
課

　
　

企
画
・
在
宅
班
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
七
〇
九
四
）
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
二　
月　
十
三　
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
二　
月　
十
三　
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


